
27・2・153
勤
務
時
間　

月
曜
～
土
曜
日
の
う

ち
週
４
日
（
割
り
振
り
は
所
属
長

が
定
め
る
）
午
前
８
時　

分
～
午

３０

後
５
時

報
酬
（
月
額
）　
　

万
１
千　

円

２０

７００

資
格
等
要
件　

▽　

歳
定
年
制
の

６５

た
め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降

２５

に
生
ま
れ
た
方　

▽
臨
床
心
理
士

資
格
を
有
す
る
方

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

採
用
予
定
人
数　

１
人

面
接
試
験
日　

３
月　

日
（
火
）

１０

採
用
予
定
日　

４
月
１
日
（
水
）

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　

２
月　

日
（
月
）
～
３
月
６

１６

日
（
金
）
の
午
前
８
時　

分
～
正

３０

午
、
午
後
１
時
～
５
時
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）
に
、
庶
務
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
７
階
）
で
。

　

要
項
は
、
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※　

申
込
書
類
等
は
、
受
験
者
本

人
が
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
代

理
や
郵
送
に
よ
る
提
出
不
可
）

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
７
２
）

３８７

 　

３
月
２
日
は
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
第
４
期
の
納
期
で

す
。
市
・
都
民
税
第
４
期
お
よ
び

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
す
で
に

過
ぎ
て
い
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
至
急
、
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

〈
納
期
限
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
〉

　

市
税
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
や
各

種
の
事
業
な
ど
の
大
切
な
財
源
で

す
。
納
期
内
の
納
付
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。
な
お
、
納
期
内
の
納
付

が
困
難
な
方
は
、
納
税
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
納
め
忘
れ

の
な
い
口
座
振
替
制
度
も
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

〈
税
を
滞
納
す
る
と
〉

【
延
滞
金
】

市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い

場
合
、
納
期
限
の
翌
日
～
納
付
さ

れ
た
日
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

て
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

【
滞
納
処
分
】

　

督
促
や
催
告
な
ど
、
再
三
の
お

願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
が
な

い
場
合
は
、
財
産
（
給
与
、
預
貯

金
、
不
動
産
な
ど
）
を
調
査
し
、

差
し
押
さ
え
に
よ
る
滞
納
処
分
が

課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

納
税
課
納
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
３
）

３８７

 
【
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、

法
人
市
民
税
】

　

金
融
機
関
な
ど
で
市
税
を
納
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
の
た
め

に
、
夜
間
納
税
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
ま
た
、
事
情
に
よ
り
一
度
に

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月　

日
（
火
）
、　

１７

１９

日
（
木
）
、　

日
（
金
）
、　

日

２０

２３

夜
間
納
税

窓
口
を
開
設
し
ま
す

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
は
お
早
め
に
お
願
い

し
ま
す
。

申
請
受
付
期
間　

２
月　

日
１６

（
月
）
～
３
月
９
日
（
月
）

問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 
〈
市
議
会
定
例
会
〉

　

平
成　

年
第
１
回
小
金
井
市
議

２７

会
定
例
会
が
、
２
月　

日
（
月
）

２３

か
ら
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

原
則
、
午
前　

時
か
ら
、
本
会

１０

議
は
議
場
（
市
役
所
本
庁
舎
４

階
）
、
委
員
会
は
第
一
会
議
室

（
同
３
階
）
で
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
な
問
題
や
市
の

重
要
案
件
が
ど
の
よ
う
に
審
議
・

決
定
さ
れ
て
い
く
か
な
ど
を
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
傍
聴
を
お
勧

め
し
ま
す
。

〈
３
月
１
日
は
日
曜
議
会
〉

　

市
議
会
で
は
、
平
日
に
仕
事
な

ど
で
傍
聴
に
来
ら
れ
な
い
方
に

市
議
会
の
傍
聴
に

お
越
し
く
だ
さ
い

も
、
会
議
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
日
曜
議
会
を
開
催
し

ま
す
。

と　

き　

３
月
１
日
（
日
）
午
前

　

時
か
ら

１０内　

容　

本
会
議
（
一
般
質
問
）

※　

あ
ら
か
じ
め
通
告
し
た
議
員

が
行
う
市
政
全
般
に
つ
い
て
の

質
問
で
す
。
質
問
内
容
は
、
２

月　

日
か
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

２３
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

そ
の
他　

手
話
通
訳
あ
り

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

市
議
会
の
傍
聴
は
ど
な
た
で
も

で
き
ま
す
が
、
議
会
事
務
局
で
簡

単
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
議
会
の
日
程
、
議
案
な

ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

議
会
事
務
局
（
市
役
所

本
庁
舎
４
階
☎　

儿　

儿
９
９
４

０４２

３８７

７ 
　

儿　

儿
１
２
２
５
）

０４２

３８７

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
方
々
を
委
員
に
選
任
し

ま
し
た
。

FAX委
員
選
任
結
果

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　現在、市内で小金井市役所の職
員を名乗る者からの不審な電話が
増え、特に高齢者がねらわれてい
ます。
【不審電話の内容】
渇　医療費の還付がありますの
で、ご利用の銀行を教えてくだ
さい。返金はＡＴＭで手続きし
ます。
渇　コールセンターに連絡してく
ださい。
渇　コンビニエンスストアから指
定口座に振り込んでください。

渇　督促状を誤って送付しまし
た。再度、送付するので勤務
先、家族構成等を教えてくださ
い。

　市役所等の職員がこのような電
話をすることは絶対にありませ
ん。このような不審電話があった
場合は、電話の要求には応じず、
小金井警察署および保険年金課へ
ご連絡ください。
問合先　小金井警察署（☎０４２−
３８１−０１１０）、保険年金課高齢者
医療係（☎０４２−３８７−９８３４）

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
一
括
し

て
前
納
す
る
と
割
引
と
な
り
、
納

め
忘
れ
も
な
く
、
お
得
で
す
。
前

納
は
、
２
年
前
納
（
口
座
振
替
の

み
）
、
１
年
前
納
、
６
か
月
前
納

の
３
種
類
で
す
。

　

ま
た
毎
月
の
納
付
で
も
、
口
座

振
替
の
場
合
お
得
な
早
割
が
選
べ

ま
す
。
割
引
額
は
左
表
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

左
表
の
割
引
額
等
は
、
平
成

　

年
度
の
も
の
で
す
。
平
成　

２６

２７

年
度
割
引
額
等
は
、
２
月
末
ま

で
に
確
定
予
定
で
す
。

　

新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
す
る

方
は
、
２
月　

日
（
金
）
ま
で
に

２７

立
川
年
金
事
務
所
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
口
座
振
替
で
前
納
を
し

て
い
る
方
は
、
再
度
の
お
申
し
込

み
は
不
要
で
す
。
（
２
年
前
納
へ

の
変
更
な
ど
振
替
方
法
の
変
更

は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
）

問
合
先　

立
川
年
金
事
務
所
（
☎

　

儿　

儿
０
３
５
２
）
、
国
民
年

０４２

５２３

金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０

５
７
０
儿　

儿　

）
、
市
保
険
年

０１１

０５０

金
課
国
民
年
金
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
４
４
）

前
納
制
度
が

お 

で
す

得得

国
民
年
金

割引額納付額納付方法

１４,８００円３５５,２８０円口座振替２年分前納
（４月〜翌々３月分）

 ３,２５０円１７９,７５０円納付書払い１年分前納
（４月〜翌３月分）  ３,８４０円１７９,１６０円口座振替

　　７４０円
（年間１,４８０円）

 ９０,７６０円
（年間１８１,５２０円）納付書払い６か月分前納

（４月〜９月分、１０月
〜翌３月分）  １,０４０円

（年間２,０８０円）
 ９０,４６０円

（年間１８０,９２０円）口座振替

− １５,２５０円
（年間１８３,０００円）

納付書払い

毎月納付 −翌月末振替
口座振替 　 　５０円

（年間６００円）
 １５,２００円

（年間１８２,４００円）
当月末振替
による早割

※　納付期限の最終日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日となります。
※　付加保険料を納付している方は、金額が異なります。

 
〈
施
行
地
区
の
公
告
〉

　

本
事
業
の
進 
捗 
に
伴
い
、
都
市

ち
ょ
く

再
開
発
法
第　

条
第
２
項
に
お
い

１５

て
準
用
す
る
同
法
第
７
条
の
３
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
地
区

に
お
け
る
施
行
地
区
の
公
告
を
２

月　

日
付
け
で
行
い
、
当
該
公
告

１２
日
か
ら
、
施
行
区
域
を
表
示
す
る

図
面
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
限　

２
月　

日
（
木
）
ま

２６

で
の
午
前
８
時　

分
～
午
後
５
時

３０

　

分（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

１５縦
覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
）

〈
未
登
記
借
地
権
の
申
告
〉

　

施
行
地
区
内
に
未
登
記
借
地
権

武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
２

地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発

事
業
の
施
行
地
区
の
公
告

を
有
す
る
方
は
、
公
告
の
日
か
ら

起
算
し
て　

日
以
内
に
市
長
に
対

３０

し
、
同
法
第
７
条
の
３
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
借
地
権
の
種
類

お
よ
び
内
容
を
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

借
地
権
申
告
期
限　

３
月　

日
１３

（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時　

分
～

３０

午
後
５
時　

分
（
土
曜
・
日
曜
日

１５

を
除
く
）

提
出
先　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま

ち
づ
く
り
係

〈
対
象
地
区
〉

本
町
６
丁
目 

▽　

１
８
２
７
番
地
１
、
３
、
４
、

５
、
７
、
９
、　

、　

、　

、

１０

１１

１４

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

１５

２４

３２

３３

３４

３５

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

３６

３７

３９

４０

４１

４２

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

４３

４４

４６

４７

４８

４９

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

５０

５１

５２

５３

５４

５５

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

５６

５７

５８

５９

６０

６１

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

６２

６３

６４

６５

６６

６８

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

６９

７０

７１

７２

７３

７４

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

７５

７６

７７

７８

７９

８０

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

８１

８２

８３

８４

８５

８６

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

８７

８８

８９

９０

９１

９２

　

、　

、　

、　

、　

、　

９４

９５

９６

９７

９９

１００

▽　

１
８
３
１
番
地
１
、
２
、
３
、

４
▽　

１
８
３
２
番
地
２
、
９
、　

、
１０

　

、　

、　

、　

１１

４１

４２

４３

▽　

１
８
３
５
番
地
４

▽　

１
９
０
７
番
地

▽　

１
９
０
８
番
地

前
原
町
３
丁
目

▽　

１
５
５
７
番
地
４

▽　

１
５
５
８
番
地
２

▽　

１
５
５
９
番
地
２
、
３
、
８
、

９
問
合
先　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま

ち
づ
く
り
係
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

６
２
）

（
月
）
、
い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま

でと
こ
ろ　

納
税
課
（
市
役
所
第
二

庁
舎
３
階
）

※　

東
側
職
員
通
用
口
（
左
図
）

か
ら
入
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 
問
合
先　

納
税
課
納
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
３
）

３８７

 
〈
東
京
都
ク
イ
ッ
ク
融
資
を 

利
用
し
て
い
る
商
工 

業
者
の
皆
さ
ん
へ
〉

　

地
元
商
工
業
の
活
性
化
支
援
の

た
め
に
、
商
工
業
者
（
法
人
・
個

人
）
が
東
京
都
制
度
融
資
の
ク
イ

ッ
ク
融
資
（
略
称
「
つ
な
ぎ
」
）

を
利
用
し
て
市
と
契
約
し
た
金
融

機
関
か
ら
借
り
受
け
た
事
業
資
金

の
融
資
に
つ
い
て
、
平
成　

年　
２６

１０

月
～　

年
３
月
の
支
払
利
子
の
一

２７

部
を
補
助
し
ま
す
。

〈
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
に
し

た
利
子
補
給
制
度
〉

　

市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）
が
市
と
契
約
し
た
金
融
機

関
か
ら
借
り
受
け
た
特
定
非
営
利

活
動
に
係
る
事
業
資
金
の
融
資
に

つ
い
て
、
平
成　

年　

月
～　

年

２６

１０

２７

３
月
の
支
払
利
子
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

制
度
内
容
、
申
込
資
格
、
必
要

書
類
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
の
準
備
に
時
間
を
要

夜間入口詳細図各
種
利
子
補
給
制
度

〈
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
公

募
委
員
〉

▽　

土
屋
直
己
さ
ん
、
羽
田
野
勉

さ
ん
、
松
井
美
恵
子
さ
ん
（
い

ず
れ
も
公
募
市
民
）

問
合
先　

職
員
課
給
与
厚
生
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
０
９
）

０４２

３８７

〈
長
期
計
画
審
議
会
・
無
作
為

抽
出
に
よ
る
公
募
委
員
〉

▽　

岡
本
鮎
実
さ
ん
、
渡
邊
智
子

さ
ん
（
い
ず
れ
も
公
募
市
民
）

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
０
０
）

０４２

３８７

市職員を名乗る者から市職員を名乗る者からのの
不審電話が増えていま不審電話が増えていますす

非
常
勤
嘱
託
職
員
募

非
常
勤
嘱
託
職
員
募
集集

教
育
相
談
員

教
育
相
談
員
ＢＢ


